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0は じめに

自分が普段行なっていることへの疑いは、どこまで可能だろうか。たとえば
懐疑論者が現われて、「|り |の 事実を脅かす、 ル想外の可能性を提示してきたと
すればどうだろ う̀ ,無意識に行なっている事柄であるほど、懐疑は受け入れが
たいように思われる.′ 通常「規則連守論」として参照されるクリプキの『 ウィ
トゲンシュタインのパラドックス』 (,、 こうした懐疑論の体裁をとって始めら
れている̀ ,|ILし 、彼の議論に特徴的なのは、懐疑の過程を「はしご」の比喩を
メllいて描写していることだ。本稿は、この比喩を通して、懐疑論者が提示する
仮説 (「懐疑的仮説」と呼ばう)の位置づけを考察する。結論として、一般に懐
疑論は二つのレベルに関わりうることと (2.2節)、 規則遵守論は二つの規範
性の問題に関わっていることとの (3.3節 )、 二点を提示する。

1は しごをけつとぼす

クリプキの規則遵守論は、二章で懐疑的パラドックスが提示され、それに「正
面からの解決」が不可能なことが示された後、三章にて「懐疑的解決」が取ら
れるという形をとる。まずはクリプキの懐疑的パラドックス (K:711[H-20])
の概要を確認しておこう。

――私はこオしまで 「+」 で加法の計算を行なつてきたことを確信してい
る。今、はじめて「68+57」 という計算を行なうとする。「125」 と答え
るべきであり、それはあらかじめ決定された事実であるはずだ。しかし、
懐疑論者が出現し、次のような可能性を提示してきたらどうだろうか。



過去に「+」 で意味しながら行なっていたのは、本当はこれまで考えて
いたようなプラスではなく、クワスという、

x *y=x+y(x,y<57)/=5(そ れ以外σ)場合)

という関数なのだから、「5Jと 答えるべきなのだ、と。これは十分成
り立つ想定である。しかし、これまでの計算 (結果)に よっても、私の
脳内の何らかの事象によってく)、 これまで行なってきたt,のがクワス算
でなくプラス算なのだとiE当 化する()の は何も見つからない。つまり、
「プラスJでプラスを意味していたと()言えず、同様に現に意味してい
る、と{)言 えなくなる。そして「プラス」び)みならず、いかなる言葉に
ついても、それが何かを意味しているとは言えないことになる一 。

このパラドックスの提示後、「パラドックスび)提示の基本ルール」なる1)σ)が

「1つ与えられる2。 日下σ)議論に関わるのは、 ‐つ日のルールであり、それは、
「懐疑論者が私とそ t)そ 〈)意見を交わすためには、われわれは共通の言語を有
さねばならない(K:12[20])」 、というモ)のである。彼はさらにここから、「懐疑
論者は、暫定的にであるが、「プラス」の語に関する私の現在の使用については、
疑いを差しはさまない」という条件を課している。後に見るように、これらは
独立の条件として理解できるものだ。だが、直後においてこσ)条件は撤回され
てしまう。クワスではなくプラスを意味しているという事実が,凸去に見つから
なければ、現在においてt)、 クワスでなくプラスを意味しているという事実は
ありえないからである。「上述の推論を認めることで自身σ)足をすくってはな
らないJと 警告し、このように続けられる。

「はじめにわれわれがパラドックスを提示した際には、…現在の意味に
は疑いの余地はない()の として言語を用いた。今やわれわれは、予期さ
れていたことだが、この暫定的な譲歩は全くの虚構であつた、というこ
とを知|つ たのである。いついかなる時であろうとt)、 ″、が「プラスJで、
あるいはそ//1他の語で、意味しているということに関する事実はありえ
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|~ はしごをけっとばす

ないのである。はしごは最後にけとばされねばならない (K:13[24])」 。

ここでクリプキが、ウィトゲンシュタインの用いた3「はしご」の比喩で表し
ているt)の は何なのだろうか。それが棄却されることによつて何が起きている
のだろうか。広義としては、それは「懐疑の定式化のためにZ、要とされた暫定
的な条件」である。だが、先にも述べたように、実質としてこの「はしご」は
二つの役害1を担わされている。一つは、私の現在の言語を私の過去の言語使用
から分離するという役割であり、もう一つは、私の現在の言語を懐疑論者と架
橋するという役割である。整理すればこうなる。

「広義のはしご」=懐疑を定式化するために必要な暫定的な条件。[メ
タ言語と対象言語の差異の保証]

「はしご 1」 =懐疑の対象となる言語についての条件。私の過去の言語
を独 アヽに対象にするために、懐疑論者と私が現在使用している言語から
区男りする()σ )。

「はしご2」 =懐疑に使用される言語に関する条件。懐疑論者の言語と
私の現在の言語とを架橋する()の。[メ タ言語の同一性の保証]

いずれが 「けとばされた」のかによつて、招かれる事態は異なるものとなる。
「はしご1」 の棄却は、懐疑の対象は言語の区別なしに、全ての言語使用に関
して有効となることを意味する。これはクリプキが意図していたことである。
しかし他方で、「第一のルール」としてこの棄却以前に課されていたものとは、
私の言語と懐疑論者の言語とが同一であることの保証であつた。これは上の「は
しご2Jに相当する()のが果たしていた役割である。これが棄却されたとする
ならば、懐疑論者とわれわれとの言語の共有が保証されないことになつてしま
う。クリプキの記述から判断するに、これ以降も懐疑論者とわれわれとの間に
は対話が継続していると考えられ、この「はしご2」 も棄却されてしまってい
るとは想定しがたい。それゆえ「けとばされた」t)のは、「はしご1」 のみであ
ると考えられる。 したがって、この「けとばし」の後の懐疑論者とのやりとり
は、「はしご1」 の棄却一―「懐疑はすべての言語 [使用]に有効である」とい
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う懐疑論の対象言語についての条件――と、「はしご2Jの保持 ―「懐疑論者の
言語と私の現在の言語は同一の言語である」という懐疑論に使用する言語につ
いての条件―一という状況 ドで展開されている。クリプキの口上と異なり、「は
しご」は「はしご2」 の意味において保持されていることになる。そして以上
を踏まえれば、各々の 「はしご」の実質は、次のようなものと理解できる。

「はしご 1」 :明示化された実践 している規則、もしくはその明示化自
体の保証。[対象言語の「意味」や 「規員」」の同定]

「はしご2」 :規貝J遵守の実践の保証 (「はしご1」 を Lれ ることの保証)。

[「意味Jや 「規貝1」 の実践の保証]

すると、懐疑論者が懐疑的仮説を携えて出現し、「けとばし」を経て懐疑が有
効になるまでの一連σ)プロセスはこのょうに説明できる。まず「けとばし」以
前の状況、すなわち、私と懐疑論者が直面した状況を考えよう。これは、いわ
ば潤滑なコミュニケーションが妨げいれ、「よどみJが生じた状況である (野矢
1999:157158)。 このとき、規則は特定されつつ1)そ の実践は保証されておらず、
その意味で「はしごlJは保持さオLつつも「はしご2」 は機能していない。こ
こでは、「規貝lJや 「意味Jは注視されることで特定されてはいるものの (「 は
しご1」 の成立)、 そのことによつて懐疑論者と私は互いの「規則」や 「意味」
の解釈を拒否しており、遵守は実践されていない (「は しご2」 の不成立)から
である。その後、懐疑論者の説得に耳を傾け懐疑が有効になったとき、「規貝J」
や 「意味」は放棄されつつ、懐疑論者との言語ゲームが開始する。このとき、
「はしごlJは 「けとばさJれ、「

`ま
しご2」 が格締ヒサ~る のである1。

2懐疑論の構造

ここで、懐疑論の一般的な構造を捉えるために、クリブキの議論から一旦離
れ、ストラウド (Stl・ oud 1984:67ff)の 事例卜を参照することにしたい。

2.1監 視兵の例



はしごをけつとばす

この戦闘機と監視兵 (spotter)の 例では、基本的な設定が述べられた後、
つの状況が想定される。

監視兵は、軍隊で、敵軍の戦闘機を特定する方法を訓練された。配布さ
れたマニュアルには、各戦闘機を互いに区別する特徴が掲載されている。
このマニュアルを通覧することで敵国の戦闘機を特定できる。しかし、
この方法は誤同定を招くことが判明している。というのも敵機の中には、
老朽fヒのためにほとんど使用されていない、マニュアルに未掲載の機種
があるからだ。

状況 1:そのマニュアルによれば、特徴 x,y,wが 観測されればその
戦闘機は「イ号」、x, y, Zが観測されればそれは「口号」である。
ある観測点から見える戦闘機の特徴は、xと yしかわからない。一般人
Aさ んは専門知識を持たないので、もつともよく知られている「イ号」
だと判断する。しかし注意深い監視兵Bはここで即断しない。しばらく
待ち、その戦闘機には特徴 zがあるとわかつたうえで、彼は「口号」と
判断する。このBは、注意深い観察と訓練に基づいて、その戦闘機がx,
y, zを持つとした点で正しい。それゆえこの状況では、Bはその戦闘
機が口号であると知っている。

状況 2:x, y, zを持つ戦闘機は口号だけでなく、実はハ号というも
のもある。とはいえ軍隊の訓練では、指導の単純化のため、遭遇の機会
の少ない「ハ号」については教えられていない。するとこの場合、先の
戦闘機を「口号」と判断した (Bの同僚の)監視兵Cは、x,y, zを
戦闘機が持っているとは知っていても、それが口号であるとは知ってい
ないことになる。なぜなら、彼の担当教官Dが涼しい顔で、「いや、実
はハ号なのだ」と判断したからである・。

ストラウドはこの事例を用いて知識帰属の一般的な分析をする。登場している
A、 B、 C、 Dの四人の観測者自身の判断は、各々が持つ「マニュアル」に基



づいてなされる。その 「マニュアルJ(Aさ んの場合にはその文脈でよい)を、
小文字で a、 b、 c、 dと 表しておこう。他方、彼らへの知識の帰属は、マニ
ュアルとは独立の客観的な視点においてなされる。ここで、文脈依存的 (こ の
場合マニュアル依存的)な観測者の視点や足場を日常的 practical(も しくは
制限された restricted)と 呼び、その制限された視点の基礎を問う、文脈か
ら超越した視点や足場を、超越的 transcendentalと 呼ぶことにしよう7。 たと
えば「本当は…」と「真理」を語るときには、超越的な視点を採用しているこ
とになる。超越的な視点は絶対的に客観的な視点とは必ずしも一致しない。「よ
り客観的」という意味での、相対的なく)のでモ)あ りうる。
知識の帰属の際、彼評価者 (知識が帰属される人)σ)言語は、評価者 (知識
を帰属する人)の言語に含まれる関係にあると考えられる。たとえばこの状況
で、B氏がAさ んの 「イ号だJと いう戦闘機に関する判断 (発話)を 「誤り」
として評価する場合、前者の言語は後者σ)それを包含していると考えられよう。
さらに想定を進め、たとえばAさ んはその戦闘機が実はイ号でなく口号だとB
氏に指摘され、彼の「軍門に Fる Jと しよう。するとAさ んがB氏の指摘を説
得的なものとして受け入れるためには、今度は (先の被評価者である)Aさ ん
σ)言語が (先の評価者でル)る )B氏の言語を含む関係が成立していると考えら
れる。その意味で、Aさ んとB氏は「同じ言語Jを話しているのだと考えられ
る。
だが、「各人の言語J式)「 包含関係」という概念が

'愛
味である。この概念は、

(1)何についての (言語かマニュアルか)、 (2)いかなる関係か (レベルを
隔てた関係か、同じレベルの関係か)、 という 1点に関して整理できる。したが
って、「包含関係」の解釈には、

(あ )1司 じ言語を話す二個人における、記載情報の多寡のみにおいて異
なるだけの、競合するマニコ_ア ル間の関係ぃ[マ ニュアルについて、等
レベルの関係。「言語は同 じ̀

、

]

(い )対象レベルとメタレベルを隔てた、マニュアルについての、対象
マニュアルとメタマニュアルとの関係.[マニュアルについて、レベル
間の関係。言語は同じ。]
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はしごをけつとばす

(う )対象レベルとメタレベルを隔てた、言語についての、対象言語と
メタ言語との関係。[言語について、レベル間の関係。]

の三つが考えいれる。言語について「包含」ということを言うとき、それは必
然的にメタ言語と対象言語を意味すると考えてよいだろう。それゆえ言語に関
する包含関係で、等レベルとして理解できるものはないと思われるので、上の
三つで全ての可能性が尽くされたことになる。
さて、素朴に考えるならば、日下想定中の状況における包含関係は、(あ)と

して理解されるだろう。このとき知識はマニュアルに相対化されている。評価
者と被評価者との間の関係は、単なるマニュアルだけの相違であって、言語全
体の包含関係ではない。このとき弱いマニュアル aと 強いマニュアル b(ある
いはaと d)と の関係は、単に事例に関する包含関係である。
「包含関係」を (い)の ように解釈すれば、次のようになる。Aさ んが下し

た戦闘機の判断 (「 イ号だ」という発話)を B氏が「誤り」として評価する際 (も

しくはC氏の「口号だ」という発話をD教官が「誤り」として評価する際)、 B
のマニュアル bにはAのマニュアル aの使用法が記述されており、その情報に
もとづいてB氏はAさんの判断を指摘したのである (e.g.「君のマニュアル a
をここで使 うのはおかしい。このマニュアル bを使つたらいいよ」)。
ここから、自身がそれぞれ自分の判断があるマニュアルに基づいた知識であ

るという再帰的な知識を明示的に得ていることが必要なことがわかる。マニュ
アルαに従つて判断を下すことを「αル「――」」と表記し、こうした形式一般
を、以下の議論では「生活形式」8と 呼ぶことにしよう。たとえば (あ)におい
てAさんは、「イ号」だという自身の判断が自分のマニュアルに基づいたもので
あることを明示的に知っている必要がある。だからこそ、B氏から指摘された
際にbマニュアル (に基づいた「口号」という判断)を受け入れることができ
るのである。つまり、ここでのマニュアル相対主義が成立するには、(1)そ の
マニュアル自体(a,b,一)の 自己知識と、さらに(2)その使用法(「 α戸  」」)
の自己知識との、二つが必要となる。同様に (い)においても、たとえ評価者
のマニュアルがメタレベルにあるとしても、それは共有された生活形式の上で
の関係となる。少なくとも評価者の説得を被評価者が理解し得るものとするに
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は、被評価者の側において、この_二つの意味での自己知識が要求される。B氏
の生活形式が自分のものと同じであると踏まえたうえで、Aさ んは彼の 「軍門
に下るJこ とができるのである(,(あ )と (い)の どちらの解釈を採用するにし
ても、マニュアルと相気l的に理解できるためには、被評価者は評価者とマニュ
アルを採用する生活形式を共有していなくてはならないり。
すると、生活形式自体を共有しない状況も考えられるだろう。すなわち角r釈

者から被解釈者へのり|:難が、マニュアルではなくその生活形式向体に向けられ
る状況である。こオしが残りの (う )グ)「包含関係J解釈に相当する。ここで評
価者は、被評価者に対してメタレベルの位置に立つ()の と理解される。メタレ
ベルに立つという点では、これは (い )と 同じである。だが、被評価者と評価
者間の関係が、(い )では生活形式が共有された Lで成り立つ、マニュアルに関
するレベル差であつたのに対し、(う )では生活形式「1体に関わる、事実につい
ての「超越的な」レベル差になっているという点で、双方の解釈は異なってい
る。

2.2二 つのメタレベル
しかしこの (う )についても分類が必、要となる。懐疑論者が要求する超越的

な事実もまた、絶対的なものと杵]対的なモ)の とで解釈が揺れるからである。そ
こで (う )は次の二つに整理される。

(う 1)自 らの視点モ)一つの制限された (restlヽ icted)形 のモ)のである
という自己知識を得て、さらに高階のレベルヘの背進を認めたうえで提
示された超越的な事実と、日常的な事実との関係。
(う 2)絶対的に客観的な()の として把握された超越的な事実と、日常
的なレベルの事実との関係。

(う 1)()ま た 一ン)の相対 主義であるぃ (あ)で見たように、マニュアルに関す
る知識の獲得と、その従い方についての知識の獲得は、相lll的に自己矢II識 とし
て獲得されるのであった。 (う 1)の ように言f価者が被評価者の生活形式を対象
視する際、彼自身を支配している41活形式は、対象の特定と‖1即的に獲得され
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ることになる。すなわち、日常的なレベルと超越的なレベルとの間で相対主義
の構造が浮き出ることになる。 (あ)や (い)の角早釈による相対主義を「横方向
の相対主義」とするならば、これは「縦方向の相対主義」と呼ぶことができる。
この立場は、無限背進を踏まえた上で、自身の語る真理も相対的なものである
ことを認識している。他方、全く視点や足場から独立の真理を要求するのが (う

2)である。
メタレベルヘの相対主義は常にあらたな次元を開くことになる。 (あ )。 (い )

から (う )への超出を「縦方向の」相対化と言うのは、同様の超出が (う )以
降も無限背進するからである。その意味で、この超出は規則性を持って認識さ
れる。するとこの無限背進していく「縦方向の」系列をさらに扱う視点が系列
の外側に想定できる。「メタ。メタレベル」は、系列上のものと、系列外のもの
と、二つの次元で生じ得る。これは (い)と (う )の二つの「メタ」レベルの
相違に対応すると考える。つまり同じ次元の上で想定できるメタレベルと、そ
の次元を超出したメタレベルである。対象レベルから認識できるメタレベルと、
認識不可能なメタレベル、と言ってもよい。
ここで、ルイス・キャロルの「アキレスと亀のパラドックス」を思い起こさ

れるかt)しオしない。日下の議論とそのパラドックスとの関連も確認しておこう。
キャロルの挿話が描くのは、次の推論をアキレスが、わからず屋の亀に教える
状況である“t

(Pl)Aな らばB
(P2)A

(C)B

この推論  Modus POnens一 は妥当なものであり、一見したところ自明である
ように思われる。だが、亀は、これら二つの前提 (Pl)と (P2)から結論 (C)
への導出関係を受け入れず、アキレスに説明を求めるのである。そこでアキレ
スが取 り得る方策は、(※)と い う推論図式自体の正 しさを前提の中に明示化 し、

(※ )
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(※※)(Pl)Aな らばB
(P2)A
(※ )

(C)B

というさらに別の推論を提示することであろう。だが、その亀はさらに (※※)

の必、然性を問うのである。以後の展開はすでに予測がつく。すなわち、アキレ
スは (Pl)と (P2)に加え (※ ※)の正しさを前提で述べる別の推論 ((※※※)

とする)を提示することになろう。 しかし、おそらく亀はわかってくれず、こ
のやりとりは無限に背進していく。日下の問題に即せば、このパラドックスは、
「働いている規貝Jを、その規則遵守の実践の中で明示化することはできない」
ということを示唆している‖。「働いている規貝1」 を明示的に取り出すことで、
上述した、レベルを隔てた相対主義 ((う 1))を採用することになるからだ。
マニュアルと同様、規則の把握はそれに関する生活形式の把握と相即的なので
ある。
だが、本稿での現下の論点はこの先にある。そオしは 「予測がつく」ことに/)

いての、さらなる懐疑の余地が残されているということだ。アキレスと亀のや
りとりが延々続くということが一J_認識されてしまえば、この認識を懐疑する、
より高次の可能′,生が開かれてしまうのである。
そこで、以上の考察から次のことが言えるだろう。

。実践している規則を、その実践のレベルにおいて明示化することはで
きない。
・実践している規則を明示的に取り出すことは、(1)規則の特定と、
(2)そ の従い方との、二つの事柄に関する自己知識を得ることになる。
。(1)と (2)のそれぞれに関して、代替物 (alternative)が あり、
それぞれを懐疑的仮説として立てる懐疑論が可育ヒとなる。つまり、生活
形式を共有した上での懐疑と、メタレベルヘ移行する懐疑との、双方が
可能である。
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。また、対象レベルとメタレベルの差異も、無限に昇階できることが<
規則的に>把握されてしまえば、その規則性に対する懐疑が可能となる。
すなわち懐疑論は常に二方向に展開できるのである (こ の両義性を、
「横向き」。「縦向き」の比喩で呼んだのである)。

この最後の二方向性を、クリプキの規則遵守論に確認することにしたい。後
にも見るように、この両義性こそが、クワスの懐疑論者を脅威的に見せている
ものなのである。

3解決の提案

3.1ク ワスの懐疑論者はどこにいるのか
では、クワスの事例に戻ろう。先の分類に対応させ、あらかじめクワスの懐

疑論者が取り得る立場を枚挙しておけば、

(i)マニュアル相対主義 :ある生活形式の上での、並存する立場 [(あ )]
(il)メ タマニュアル相対主義 :あ る生活形式の上での、メタレベルに
ある立場 [(い )]

(iii)超越的相対主義 :生活形式から分離した、相対的に超越的な立
場 [(う 1)]

(iv)超越的絶対主義 :超越的な立場であるが、絶対的な真理を問う立
場 [(う 2)]

の四つが可能である。そこでクワス設定自体と、前節で見た懐疑論の構造との
二つの点に関して、この議論の両義性を確認することにしたい。
まず、クリプキによるクワス算の定式化に両義性を確認する。率直に理解す

れば、クワス算はプラス算と競合する演算である。つまりこれまでの私の「+」
計算の事例を完全に包括するような、プラス算と競合する演算である。これま
で行なわれてきた適用事例に関してはプラスマニュアル pも クワスマニュアル
q{)同 じ説明を与えている。 しかし眼前の数式 「68+57」 に対しては、 pに従



えば「125」 と答えるのが正しく (pル「68+57‐ 125」 )、 qに従えば「5」 と答
えるのが正しい(qル「68+57=5」 )こ とになる。これはクワスの懐疑論者を(i)
の立場として解釈することに相当する。
他方でこのクワス算一―「57未満の数に対してはプラス演算の結果を出力し、

それ以外の場合には 5を出力するような関数」――は、プラスの規則に言及して
いる点において、メタレベルにあるものとも解釈できる。この解釈をとればク
ワスマニュアルは、これまで私が行なってきたプラスマニュアルの適用を、57
未満の数の演算に制限するような、いわば 「メタマニュアル」である。これは
(ii)に対応するクワス解釈である。
次に、前節までの懐疑論の考察から規則遵守論の両義性を確認しよう。一つ

の規貝1の形で懐疑的仮説が提示される以上、クワスの懐疑が私にとって説得力
を持つためには、私は二つの自己知識を得ていることが必、要となる。すなわち、
(1)自 身の行なっているのがプラスの計算であるという自己知識と、(2)
「規則に従うJと いう生活形式についての自己知識との11つである。クワスの
懐疑の矛先は、これら双方の自己知識に対して向けられていると言える。
(1)の自己知識に対するものが横方向の攻撃である。これは4L活形式 (α

た「― 」)に関する自己知識を得た上で成立している懐疑である。懐疑論者が
ここで示すのは、競合するマニュアルをllF他 的に決定する事実 (pル
「68+57=125」 かqた「68+57=5」 のいずれかを正当fヒする根拠)の不在である。
つまり先にあげた (1)の解釈である。
(2)の 自己知識に対するモ)のが縦方向の攻撃となる。こσ)懐疑は、規則の

「従い方」自体に言及し、われわれが採用している、「規則に従う」(「意味す
る」。「同様に続けるJ)と いう生活形式自体を疑うのである。これは「プラスの
規則に従うこと」に対する懐疑とは別の、超越的な懐疑である。生活形式に関
する自己知識を得た上で成り立つ、その生活形式自体の根拠をさらに問うもの
である。このときクワスの懐疑論者は私と並存するような日常的な立場にはな
く、「超越的なJメ タレベルに立っている。ここで懐疑論者が自身の懐疑に背進
の可能性を認めるか否かで、この懐疑論は (iii)と (iv)のそれぞれに対応す
ることになるQ

こうして四つの可能性は説明されたことになる。 しかし、私見ではクワスの
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懐疑論者が取り得る (i)～ (iv)の立場は二つに集約され、結果としてそれに
対する応答も二通りに整理される。というのも、(1)と (ii)の相対主義に立
つ懐疑論はともに日常的な、文脈内でのものであり、また (iii)と (iv)の 立
場からの懐疑論はともに超越的な視点から可能となるものであるからだ。これ
らの違いは、クワスの懐疑論者を日常的な他者と捉えるか、超越的な他者と捉
えるかの相違である。では、それぞれの解釈に即して懐疑論者への応答を与え
ることにしたい。

3.2懐 疑的解決 ?
提案 したい懐疑論者への二つの応答とは、次のようなものである。

。応答 1

-つ 日は、クワスの懐疑を日常的なレベルで捉えなおすものである。これは
(1)や (ii)の解釈でこの懐疑を解釈した場合の応答になる。ここでの方針は、
初めから「はしご l」 を立てないことになる。規則を同定した時点で、すでに
背進の可能性は開かれる。そこでそれ以前の段階で留まることで、懐疑を回避
するのである。すなわち、(あ)以前の、

(ん)自 身の実践についての把握をしていない、端的に実践している状
況 (「 た「―」」の図式び)採用以前の状況)

をとることに等しい。日常的な実践の内に留まり、その実践のうちに規則や意
味を見ないようにする態度変更であると言える。この応答では、哲学的テーゼ
は一切拒否されることになる。

・応答 2
では、クワスの懐疑論者を超越的なものと捉えたときの応答を検討しよう。
これは (iij)()し くは (iv)の 立場に依拠するt)の として懐疑論を理解した際
の応答である。これは、「はしごlJを立てるか棄却するかに関わらず、「はじ
ご2Jの確実性を保証することで十分な角旱決とみなす態度変更である。換言サ‐



れば、無限背進をも一つの言語実践と見なすのである。
もちろん前述した通り、「はしご2」 をさらに攻撃する、縦方向の懐疑が生ず

る可能性は避けられない12。 だが、一旦こちらが懐疑論者の指摘をメタレベル
のものとして説得力を認めたならば、懐疑論者は、彼の背後にもメタレベルヘ

の懐疑論へと昇階する「はしご2」 が伸びている可能性を認めざるを得ないの

である。誤解してはならないが、「はしご2」 は、個別の規則を指しているので
なく、規貝1の適用のあらゆる場面において、つねに実践を保証するものであっ
た。したがつて「はしご2」 の確実性を、私と対話している懐疑論者は「疑え」
ない。その意味で、窮地に追い込まれるのは懐疑論者の方になる。また、無限
背進を避けつつ絶対的な真理を要求する (iv)の ような立場に立つ懐疑論者の
出現は、すでに封じられていることになる1・。

クリプキ解釈には関心はないが、彼の 「懐疑的解決」にこうした解決の可能
性を見て取つてよいと思われる。なぜなら、彼はその 「角旱決」の提示の際、哲
学的な態度をとらずに日常的な実践に留まることを推奨し日、同時にわれわれ
の言語実践が常に継続していくことも強調している15か らだ。但し、「解決」を
いずれの仕方で解釈するかによつて、「共同体」の扱いは異なっている。確かに、
どちらにおいても実質的なものとしては理解されない点では相違はない。だが、
その「実質のなさ」の根拠において、これらは対照的である。「共同体」は、応
答 1においては「一致」が言えないという理由で、応答 2においてはその「外
部」がないという理由で、実質なきものとされるのである。
いずれにせよ、こうした解決がいかにしてクワスの懐疑への応答として十分

な解決となつているのか、その説明が不足していることは、クリプキの議論の

欠陥と言つてよいだろう。

3.3結 語
本稿では、「はしご」の比喩を手がかりにして、懐疑論という観点からクリプ
キの規則遵守論の仕L/Jり 直しを行なつた。第一に、クワスの懐疑の両義性を確
認した。対象レベルの懐疑とメタレベルの懐疑との両義性である。第二に、こ
の懐疑論への応答を、二つの懐疑のそれぞれに対するものとして与えることを
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提案した。すなわち、規則把握という哲学的態度をとらない実践の内に留まる
ことと、懐疑を保証されたコミュニケーションの一部に回収することである。

懐疑的解決がこの懐疑に対する十分な応答となるには、このいずれかとして再

解釈される必要があると思われる。
また、以上の考察から次の教訓が得られる。クワスのパラドックスが脅威に

映るのは、こうした両義性に起因している。つまり規則遵守論は、(1)プラス
[演算者]に対するクワス[演算者]と いった、認識可能という意味でわれわれと
並存する他者に対する拘束力の問題 (「特定の規則に従うことの必然性の問題」)
と、(2)その通底において働いている、われわれが認識し得ない実践の基礎を
いかに与えるのかという問題 (「規則に従うこと自体の必然性の問題」)と の、
二つの規範性の問いに関与しているのである。おそらくクワスの懐疑論者の意
義とは、前者の意味での他者を装いつつも、後者の問いの可能性を垣間見せる
ところにある。すなわち、ある特定の規則に従えないことが、あたかも規則遵
守自体の不可能性を示しているかのように思わせるのである。
これを可能にしているのが、「はしごJの比喩であるHt疑われる「意味」や
「規則」を取り出さなければ、懐疑論者は全く脅威ではない。「けとばさ」れる
「はしご」――「はしご1」 ― を立てなければ、懐疑論者は無力である。それ
ゆえ彼の攻撃が有効となるには、われわれが彼の言葉に耳を傾けることが必要
となる。だがこのとき、懐疑論者は別の 「はしご」を介してわれわれの足場に
立つことになる。「はしご2」 はどこまでも伸びており、それを棄却し宙に浮く
ことなど、彼には望み得ないことなのである。その意味で「けとばし」もまた、
「はしご」の確かさを不間に付すことでなされうる、一つの昇階にすぎないの

である 7。

註

!便宜 L『 ウィトゲンシュタインσ)バ ラドックス』からの引用・該当箇所の頁を「(K:原
書頁[邦訳頁l)Jで示す、
2そのうちll番 日の1)のは、「懐疑論者への応答σ)際に引証可能な証拠は行動主義的なも
のに限定されないJと いうルールである (K:141l124饉 ])、
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3『論考』で使用される比喩である :「私σ)命題は、私を理解する人がそれを通り、それ
の上に立ち、それをのり越えていく時に、最後にそれが無意義であると認識することによ
って、解明の役割Iを果たすのである。 (彼ははしごをのり越えてしまった後には、それを
いわば投げ捨てなければならない)(Witgenstan i922:§ 654)」 。
.それゆえ双方の「はしご」の成立は独立の事柄であると考える。また、「はしご1」 と
「はしご2」 は一方の拒否が他方の成立を含意するのではないか、という指摘もあるだろ
うが、その点についての判断は差し控えておきたいっ
5以下に論ずるのは認識論的懐疑論であり、クリブキの懐疑論とは異なるものかもしれな
い。しかしクワスσ)懐疑は多様な解釈を許すものであり、―重に「意味論的懐疑」と分類
できないように思う。本稿ではひとまず「意味を知っていることJへの懐疑論として扱っ
ておきたい。
6但 し、これは本来(｀ !ark(1972:759r)か ら引かれたものである。簡潔さを考え、ストラ
ウドσ)も 17mを 参照したが、若干アレンジして引用している。なお、ここで戦闘機は、(1)
人工物であり、(2)有限個であるから、「完全なマニュアル」は事実存在し得るのあり、
それゆえこの例は「懐疑論Jの例としては失敗している、と指摘する向きt〉 あろう。しか
し、私見では、たとえ懐疑が無限に成立しないとしてt)、 「懐疑論」の反復的な構造は十
分示すものである。それゆえあえて例を変えずに使用することにした。
7 chrk(1972)と MooК (1987)の 言葉遣いにしたがう。
8ゥ ィトゲンシュタインの概念を想定している。C「 「人間たちが言うことは、正しかった
り間違っていたりする。だが、そσ)言語においては、人間たちは一致している。それは意
見の一致ではなく、生活形式の一致なのである (WitrnStdn 1958:§ 241)J。
つ但し評価者の側においてはこのことは必要ない。評価者は自身の生活形式について再帰
的に知らなくてもよいのである。
1° 入不二 (l C999:89‐ H6)を参考にした。また、類似のパラドックスを扱つたものとして、
飯田 (1989:152‐ 184)の解説も見しれたい。飯田は問題を「規約からの帰結の導出Jの必
然性に関する()の として捉えており、これが問題となるσ)は、一般的規約からの個別的規
約の導出と、一般的規約からの別の一般的規約の導出とσ)、 二つの場合があると言う (同
所:159)。 おそヽく本稿で提示したものは後者のlF例である。
11飯 田 (19891163-164)は 、こうした無限背進が「個別拍勺規約が一般的規約からの帰結で
あることをわれわれが認知することは不可能である」ことを示すものだと言う̀

,

12ク リブキは規則遵守を傾向性と同一視する傾性論的見解を、(1)傾向性の有限性と、
(2)誤 りの傾向性t)あ りうる、という二つの論点から批申lし ている。だが、同様σ)批半1
が自らが「解決」として与える「共同体」に対してt)適用できるのである。
3紙幅の都合上十分論ずることはできないが、これは、野矢 (199Q154)が ダメットσ)「根
元的規約主義」の名を借りて主張する、規則のバラドックスヘσ)応答と同等のものであろ
う :「根元的規約主義は一個 の々適用を導き出す水源池のようなものを拒否することにお
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いて、言語使用の盲目性を積極的に認めるところにいる」。この引用で「水源池」は「は
しご 1」 に、「規約」は「はしご2」 に対応している。規則を使用した実践を一意的に基礎
付けることはできないが、その実践がつねに続行していくという事実こそが、超越的な規
範の存在を裏付けるのである。
‖「ウィトゲンシュタインが彼自身の懐疑的問題に与えた解答は、…利、が「プラス」で足
し算を意味していたということを構成し、この意味に,直 合するために私が何をすべきかを
予め決定するような事実、そうした「大げさな事実」など存在しないことを懐疑論者とと
もに同意することをもつて始まるのだから (K:65[128])」 。
15「 しかし事実は、もちろん、かなりの一致が存在する。そして、ずれたクワスら、うの行
動は、稀にしか起こらない。言うまでもなく、誤りや不一致は生ずるが、しかしそれらは
別の問題である (K96[187])」 。
161)ちろん、そこにはクワス算の定式化も影響していると思われる。
17フ ォ_ラムでの発表と本稿執筆の段階において、多くの方々に貴重なコメントを頂いた。
この場を借りて感謝σ)意を表しておきたい。

文献

TChttc,1972、 `Tllc L′ cgacy OrSke口にisnl'、 7/7ι 力″″7a/グル′rasのり、1/O169:754‐769
K DcRosc alld TEヽ Varicid(cdS).1999、 Sたく′,″(・ is,"――/(｀ο″rc9′ ,7/20′●り'R′α″′.Oxford U R
G Forbcs.1983/84, `Sceplclsnl and Scnlanlc Know!cdgc' ,P″ ε′

`J17=s9/r/1`/7・
Is′oFeriar

S∝762り',VCDi 84:223-237
飯田隆 :989『言語哲学大全‖意味と様相 (上 )』 勁卓書房
入不二基義 2001『相対主義の極北』 春秋社
SAK‖pkc,1982.財を ″砕 ″ a72&′ s々 undルムη″ ια7g2′αg′,IIarvard U R(黒 崎宏訳 1983
『 ウィトゲンシュタインのバラドックス』 産業図書)

J LcaL 1982、 `Lcaving ttc Wond Abnc'、 7カ
`Jb″

r77aノ 9/P/7あqρ /71ヽ VCD1 7)382403
Jl´eat 1984, `Thc DなappcaHng `WE'' ,ンΥ∝ter77・gsのrr/7′ /′ な́′οた″α′,Sοεた夕 &夕2μた,

そヽ)158:219‐242
A W Moore,1987.`Points of Ⅵcw'.「/7′ P力あ sOphたαノ②′α″″″う',VtD1 37:1-20
野矢茂樹 1999『哲学・航海日誌』 春秋社
大森荘蔵 1984「飯田itに 答えて」 (野家啓― (編)1984『哲学の迷路一大森哲学 批

判とルま答―』 産業図書:340‐ 347)
B StЮud,1984、 777F S'ν′

“
″
“
グ /p/1′ ′̈ 9,′,プ

“
ノS解,たI s777.OXお rd U R

91



L Wingcnstell.1922.「r″ね″ぉιaglcο―P/11rasッヵlc・16、 Routたdgc&Kcgan Paul(奥雅博訳 1975

『ウィトゲンシュタイン全集1』 大修館書店)

L Wittgolstein,1958,P/7′ 勝0/2カたαノ/77ν′s′′むα′′“
S、 B面I Bhckwdl、 2nd cd面 on(黒崎宏編・訳

iC997『「哲学的探求J読解』 産業図書)

(かべや あきよし/千葉大学)

92


